
一般競争入札公告共通事項 

 

１ 入札に参加する者に必要な資格 

   宇和島市病院局の入札参加資格を有する者及び宇和島市建設工事等請負業者選定要領

（平成 17年 8月 1日告示第 12号）第 4条第 1項の規定により建設工事入札参加資格審査

申請書を提出している者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

  （1）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者で

あること。 

  （2）入札期間の初日から落札者の決定の日までの間に、宇和島市建設工事指名停止措置

要綱（平成 17年告示 97号）に基づく指名停止期間中でないこと。 

  （3）民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続開始の申立て又は会社

更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更正手続開始の申立てがなされてい

ないこと（民事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定による更正計

画認可の決定を受けている者を除く。）。 

 

２ 入札方法 

  （1）郵送又は電送による入札は認めない。 

  （2）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当す

る額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の 110分

の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

  （3）入札執行回数は、2回とする。 

  （4）宇和島市病院局指定様式による工事費内訳書を提出すること。 

 

３ 入札保証金及び契約保証金 

  （1）入札保証金 ： 免除 

  （2）契約保証金 ： 納付（契約金の 100分の 10以上） 

          ※低入札価格調査に係る契約にあっては、契約金額の 100分の 30以上 

ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保

証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

履行保証保険契約の締結を行った場合は契約保証金を免除する。 

     宇和島市病院等事業契約規程第 47条に該当する場合は免除 

 

４ 契約書作成の要否 

   要 

 



５ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合

には、落札決定を取り消す。 

  （1）予定価格を超える入札 

  （2）予定価格 5 千万円以上の工事で工事費内訳書の提出のない入札及び、入札書記載金

額と工事費内訳書の合計金額が異なる入札 

  （3）競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

  （4）虚偽の申請を行った者のした入札 

  （5）入札心得、現場説明において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

  （6）病院事業管理者により競争参加資格のあることを確認されたものであっても、確認

の後、指名停止措置を受けて入札時点において指名停止期間中である者等入札時点に

おいて競争参加資格のない者のした入札 

  （7）入札の適正さが阻害される恐れがある一定の資本関係又は人的関係にある複数の者

が行った入札（平成 19年告示 78号「宇和島市発注建設工事等における系列関係会社

等の同一入札への参加制限について」）  

 

６ その他 

  （1）入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 

  （2）競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）に虚偽

の記載をした場合においては、宇和島市に報告し、指名停止措置要綱に基づく指名停

止を行うことがある。 

  （3）資料の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

  （4）病院事業管理者は、提出された資料等を競争参加資格の確認以外に、提出者に無断

で使用することはできない。 

  （5）提出された資料は、返却しない。 

  （6）落札者は、競争参加資格確認資料に記載した配置予定の技術者を、原則として当該

工事の現場に配置すること。 

  （7）その他の詳細は、入札説明書によるものとし、不明の点等問い合わせについては、

宇和島市立吉田病院事務局に照会のこと。電話 0895-52-0611（内線 114） 


